
山形県公立大学法人契約事務取扱規程 

平成21年４月１日規程第47号 

 改正 平成26年４月１日規程第64号 

 （目的） 

第１条 この規程は、山形県公立大学法人会計規則（平成21年規則第４号。以下「会計規

則」という。）の定めるところにより、山形県公立大学法人（以下「法人」という。）が締

結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務（以下「契約事務」という。）の取扱

いについて必要な事項を定め、契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

 （一般競争入札参加者の資格） 

第２条 会計規則第28条第１項に規定する一般競争入札に加わろうとする者の資格について

は、山形県（以下「県」という。）における競争参加資格を得た者を、法人における一般

競争入札参加者の資格を有する者とする。 

２ 契約責任者は、前項に規定する者以外の者で一般競争入札に参加しようとするものから

一般競争参加資格について申請を受けたときは、県が定める審査に関する取扱いに準じて

審査し、資格を与えるものとする。 

３ 理事長は、前２項に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者

に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売の実

績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることが

できるものとする。 

４ 理事長は、契約の性質又は目的により、一般競争入札を適正かつ合理的に行うために特

に必要があると認めるときは、更に、当該競争に参加する者の事業所の所在地その他の必

要な資格を定めることができるものとする。 

 （一般競争入札に参加させることができない者） 

第３条 法人は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を

締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。 

２ 法人は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号の一に該当すると認められると

きは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができ

る。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者について

も、また同様とする。 

（１）契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をしたとき。 

（２）競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若し

くは不正の利益を得るために連合したとき。 

（３）落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

（４）会計規則第31条の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた

とき。 

（５）正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

（６）前各号の一の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締

結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

 （一般競争入札の公告） 

第４条 理事長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前



日から起算して少なくとも10日前に、次の各号に掲げる事項を法人の掲示場又はホームペ

ージへの掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要するときは、

当該期限を入札期日の前日から起算して５日前まで短縮することができる。 

（１）競争入札に付する事項 

（２）競争に参加する者に必要な資格に関す事項 

（３）契約事項を示す場所 

（４）競争執行の場所及び日時 

（５）入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（６）入札の無効に関する事項 

（７）その他必要な事項 

 （一般競争入札の入札保証金） 

第５条 法人は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加しよ

うとする者から入札保証金を納付させなければならない。 

２ 前項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加する者の見積る金額の100分の５以

上とする。 

３ 第１項に規定する入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号

に掲げるものとする。 

（１）国債及び地方債 

（２）契約責任者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 

（３）契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 

４ 入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、国債及び地方債にあ

っては額面金額、小切手にあっては券面金額及び定期預金債券にあっては当該定期預金債

券証書に記載された債券金額とする。 

５ その他入札保証金の取扱いについては、別に定める。 

 （入札保証金の免除） 

第６条 契約責任者は、次の各号の一に該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納

付させないことができる。 

（１）一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保

証保険契約を締結したとき。 

（２）一般競争入札に付する場合において、契約責任者が定めた資格を有する者が契約を締

結しないおそれがないと認められるとき。 

 （予定価格） 

第７条 契約責任者は、その一般競争入札に付する事項に関する仕様書、設計書等によって

当該事項の予定価格を定めるものとする。 

２ 前項の規定により予定価格を定めたときは、当該予定価格を記載した書面（以下「予定

価格書」という。）を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。 

３ 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。

ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合にお

いては、単価についてその予定価格を定めることができる。 

４ 予定価格は契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履

行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正にこれを定めなければならな



い。 

 （入札執行者） 

第８条 契約責任者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札執行者を指定しなければ

ならない。 

 （入札の方法） 

第９条 一般競争入札の入札は、入札書を封筒に入れて厳封し、その表面に氏名又は名称及

び当該一般競争入札に付された事項を記載し、これを入札執行者に提出して行うものとす

る。 

 （一般競争入札の開札及び再度入札） 

第10条 一般競争入札の開札は、公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札

者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないとき

は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。 

２ 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換又は撤回をすることができない。 

３ 理事長は、第一項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の

制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。 

 （入札の効力） 

第11条 一般競争入札に参加した者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者のした

入札は、これを無効とする。 

（１）一般競争入札に参加する者に必要な資格がないとき。 

（２）入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る

ために連合したとき。 

（３）入札保証金を納付させる場合においてその全部又は一部を納付しないとき。 

（４）同一の事項につき２通以上の入札書を契約責任者に提出したとき。 

（５）金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額

を訂正した入札書を契約責任者に提出したとき。 

（６）その他入札条件に違反したとき。 

 （落札者の決定） 

第12条 契約責任者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知すると

ともに、その他の入札者に対しては、落札がなかった旨を通知しなければならない。 

２ 理事長は、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札

者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のう

ちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじ

を引かせるものとする。 

 （落札者の決定の特例） 

第13条 理事長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結し

ようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者

の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされな

いおそれがあると認めるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこと

となるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定

価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。 

２ 理事長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しよう



とする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認

めるときは、あらかじめ、最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格

をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格

以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者と

することができる。 

３ 理事長は、一般競争入札により法人の支出の原因となる契約を締結しようとする場合に

おいて、当該契約がその性質又は目的から会計規則第29条第１項又は前２項の規定にかか

わらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条

件が法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。 

 （指名競争入札） 

第14条 契約責任者は、次の各号に掲げる場合は、一般競争に代えて指名競争に付すること

ができる。 

（１）工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に

適しないものをするとき。 

（２）その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がない

と認められる程度に少数である契約をするとき。 

（３）一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 

 （指名競争の執行方法） 

第15条 契約責任者は、指名競争入札に付そうとするときは、第２条に規定する有資格者の

うちからなるべく３人以上の入札者を指定しなければならない。 

２ 第３条及び第５条から第10条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。 

 （指名競争入札の通知） 

第16条 前条第１項の場合においては、理事長は、入札の場所及び日時その他入札について

必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。 

 （随意契約） 

第17条 会計規則第28条第１項に規定する随意契約によることができる場合は、次の各号に

掲げる場合とする。 

（１）契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。 

（２）緊急の必要により競争入札に付すことができないとき。 

（３）競争入札に付すことが不利と認められるとき。 

（４）時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。 

（５）競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。 

（６）落札者が契約を締結しないとき。 

（７）契約にかかる予定価格が次に定める額に満たないとき。  

  ア 工事又は製造の請負 500万円 

  イ その他 250万円 

（８）その他随意契約とする特別の事由があるとき。 

 （予定価格の決定） 

第18条 契約責任者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第７条の規定に準じて

予定価格を定めなければならない。 

 （予定価格書の作成の省略） 



第19条 契約責任者は、随意契約をしようとする場合において、当該契約が次の各号に該当

する場合は、予定価格書の作成を省略することができる。 

（１）法令等に基づいて価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特

定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であるものに係る契約

をするとき。 

（２）図書及び定期刊行物等を購入するとき。 

（３）市場又は卸売業者を通じて生産品を売却するとき。 

（４）国又は地方公共団体（これらに類するものを含む。）等と契約するとき。 

（５）調査、研究及び観測等を依頼する場合で、あらかじめ価格を定めて特定の者（その業

務を業としない団体や個人）に委託するとき。 

（６）事前見積りが困難なものの購入その他の契約をするとき。 

（７）土地、建物及び会場の借り上げをするとき。 

（８）災害等特に緊急を要する場合において契約を締結するとき。 

（９）１件の予定価格が250万円を超えない契約をするとき。 

 （見積書の徴取） 

第20条 契約責任者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ契約の相手方となるべ

き者の信用調査をするとともに、なるべく２人以上の者から見積書を提出させなければな

らない。 

 （見積書の徴取の省略） 

第21条 契約責任者は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取

を省略することができる。 

（１）法令等に基づいて価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特

定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であるものに係る契約

をするとき。 

（２）図書及び定期刊行物等を購入するとき。 

（３）市場又は卸売業者を通じて生産品を売却するとき。 

（４）国又は地方公共団体（これらに類するものを含む。）等と契約するとき。 

（５）調査、研究及び観測等を依頼する場合で、あらかじめ価格を定めて特定の者（その業

務を業としない団体や個人）に委託するとき。 

（６）事前見積りが困難なものの購入その他の契約をするとき。 

（７）土地、建物及び会場の借り上げをするとき。 

（８）災害等特に緊急を要する場合において契約を締結するとき。 

（９）１件の予定価格が10万円（売払いの場合は５万円）を超えない契約をするとき。 

（10）その他契約責任者が見積書を徴取する必要がないと認めるとき。 

 （契約の締結） 

第22条 契約責任者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定し

たときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。 

２ 次の各号の一に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず単価契約の場合を除

き契約書の作成を省略することができる。ただし、１件の契約が100万円以下の契約又は

契約締結後直ちに契約を履行し、かつ、危険負担及びかし担保責任等の生じるおそれのな

い契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書を提出させなければならない。 



（１）250万円を超えない指名競争入札に係る契約又は随意契約をするとき。 

（２）物品売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。 

（３）その他契約責任者において必要がないと認めるとき。 

３ 法人が締結する契約書の名義者は、理事長とする。 

 （契約書の記載事項） 

第23条 契約の締結について、契約責任者が作成すべき契約書には、契約の目的、契約の金

額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りで

ない。 

（１）契約履行の場所 

（２）契約代金の支払又は受領の時期及び方法 

（３）監督及び検査 

（４）履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 

（５）危険負担 

（６）かし担保責任 

（７）契約に関する紛争の解決方法 

（８）その他必要な事項 

 （契約保証金） 

第24条 法人は、法人と契約を結ぶ者から契約保証金を納付させるものとする。 

２ 前項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。 

３ 第１項に規定する入札保証金の納付に替えて提供させることのできる担保は、次の各号

に掲げるものとする。 

（１）国債及び地方債 

（２）契約責任者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 

（３）契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 

（４）契約責任者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭

和27年法律第184号）に規定する保証事業会社の保証 

４ 契約責任者は、金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、

当該保証を証する書面を提出させるとともに、当該書面の提出を受けた後遅滞なく、当該

保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。 

５ 契約保証金の納付に替えて提供させることのできる担保の価値は、国債及び地方債にあ

っては額面金額、小切手にあっては券面金額及び定期預金債券にあっては当該定期預金債

券証書に記載された債券金額、金融機関等の保証に係る担保の価値はその保証する金額に

これを換算したものとする。 

 （契約保証金の納付の免除） 

第25条 契約責任者は、次の各号の一に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納

付させないことができる。 

（１）契約の相手方が保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

（２）契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他契約責任者が認

めた金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 



（３）契約の相手方が過去２箇年の間に国又は地方公共団体（これらに類するものを含

む。）と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをす

べて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められると

き。 

（４）法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 

（５）物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

（６）指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が250万円

以内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めら

れるとき。 

 （監督の方法） 

第26条 会計規則第31条第１項に規定する監督は、契約責任者又はその命ずる職員（以下

「監督職員」という。）が行う。 

２ 監督職員は、立会い、指示その他の方法によって監督を行わなければならない。 

３ 前項の立会い、指示その他の方法に関し必要な事項は、別に定める。 

 （検査の方法） 

第27条 会計規則第31条第２項に規定する検査は、契約責任者又はその命ずる職員（以下

「検査職員」という。）が行う。 

２ 前項の検査は、次の各号に定めるときにこれを行うものとする。 

（１）契約を履行した旨の届出があったとき。 

（２）契約に関する部分払いの請求があったとき。 

（３）前各号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するため必要があるとき。 

３ 検査職員は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなけれ

ばならない。 

４ 前項の検査をするときは、契約の相手方又はその代理人が立会い、検査を行わなければ

ならない。 

５ 前４項に定めるもののほか、検査の方法に関し必要な事項は、別に定める。 

 （監督及び検査の委託） 

第28条 理事長は、第26条に定める監督及び前条に定める検査について、特に必要があると

認めるときは、法人の職員以外の者に委託して行わせることができる。 

 （長期継続契約をすることができる契約） 

第29条 会計規則第32条第２項に規定する業務上翌年度以降にわたり契約を締結する必要が

ある場合は、次の各号に掲げる契約とする。 

（１）電気、ガス又は水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約 

（２）不動産を借りる契約 

（３）電子計算機、複写機その他の商慣習上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸

借に関する契約 

（４）専門的知識、技術又は経験を必要とする役務の提供を受ける契約で、毎年４月１日か

ら当該役務の提供を受ける必要があるもの。 

（５）その他翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その性質

上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いの支障を及ぼ

すと認められるもの 



 （その他） 

第30条 この規程に定めるもののほか、法人の契約事務の取扱いに関し必要な事項は、別に

定める。 

   附 則 

 この規程は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

 


